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株株式式会会社社のの機機関関設設計計

は
じ
め
に

新
会
社
法
に
お
け
る
会
社
区

分
上
の
２
つ
の
定
義
（
①
所
有

と
経
営
の
関
係
の
視
点
②
規
模

の
視
点
）
を
述
べ
る
。

①

公
開
会
社

そ
の
発
行
す
る
株
式
の
全
部

叉
は
一
部
の
株
式
の
内
容
と
し

て
譲
渡
に
よ
る
当
該
株
式
の
取

得
に
つ
い
て
株
式
会
社
の
承
認

を
要
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を

設
け
て
い
な
い
株
式
会
社
（
法

２
五
）
を
い
う
。

：

一
株
で
も
譲
渡
制
限
の
な
い

株
式
を
発
行
す
る
株
式
会
社

Ｃ
ｆ

「
公
開
会
社
で
な
い
株

式
会
社
」：

発
行
す
る
す
べ
て

の
株
式
に
譲
渡
制
限
が
付
さ
れ

て
い
る
株
式
会
社
を
い
う
。
↓

↓
『
株
式
譲
渡
制
限
会
社
』

②

大
会
社

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
株
式
会
社
（
法

２
六
）
を
い
う
。

イ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸

借
対
照
表
（
定
時
株
主
総
会
に

報
告
さ
れ
た
も
の
あ
る
い
は
成

立
の
日
の
貸
借
対
照
表
）
に
資

本
金
と
し
て
計
上
し
た
額
が
五

億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸

借
対
照
表
の
負
債
の
額
の
計
上

し
た
額
の
合
計
額
が
二
百
億
円

以
上
で
あ
る
こ
と
。

Ｃ
ｆ

「
大
会
社
で
な
い
株
式

会
社
」
↓
↓
『
中
小
株
式
会
社
』

１

機
関
設
計
の
基
本
形

▼
株
式
会
社
は
、
株
主
総
会

と
１
人
の
取
締
役
を
設
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法

３
２
６
①
）
。

▼
株
式
会
社
は
、取
締
役
会
、
会

計
参
与
、
監
査
役
、
監
査
役

会
、
会
計
監
査
人
、
委
員
会

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
ど
の
機
関
を
置
く
か

は
定
款
に
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
法
３
２
６
②
）
。

２

取
締
役
会
設
置
会
社

▼
取
締
役
は
、
３
人
以
上
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法

３
３
１
④
）
。

▼
監
査
役
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
開

会
社
で
な
い
会
計
参
与
設
置

会
社
は
例
外
と
す
る
（
法

３
２
７
②
）
。

▼
公
開
会
社
は
、
取
締
役
会

が
必
須
で
あ
る
（
法
３
２
７

①
一
）
。

３

会
計
参
与

▼
会
計
参
与
の
設
置
は
、
株

式
会
社
に
お
い
て
任
意
で
あ

る
。

４

監
査
役
会
設
置
会
社

▼
取
締
役
会
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
法
３
２
７
①

二
）
。

▼
公
開
会
社
で
あ
る
大
会
社

は
監
査
役
会
を
置
か
な
け
れ

ば

な

ら

な

い
（
法
３
２
８

①
）
。

５

会
計
監
査
人
設
置
会
社

▼
監
査
役
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員

会
設
置
会
社
を
除
く
（
法

３
２
７
③
）
。

▼
大
会
社
は
会
計
監
査
人
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
法
３
２
８
①
②
）
。

６

委
員
会
設
置
会
社

▼
取
締
役
会
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い（
法
３
２
７
①
三
）。

▼
監
査
役
を
置
い
て
は
な
ら

な
い
（
法
３
２
７
④
）
。

▼
会
計
監
査
人
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い（
法
３
２
７
⑤
）。

以
上
を
図
解
す
る
と
、
た
と

え
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。【
９

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
よ
る
図
解
】

説

明

１
監
査
役
を
置
か
な
く
て

も
よ
い
と
さ
れ
る
株
式
会

社：

中
小
会
社
か
つ
譲
渡
制
限

会
社
で
、
取
締
役
会
不
設
置
会

社
（
↓
「
特
例
有
限
会
社
」
が

モ
デ
ル
）
、
お
よ
び
、
中
小
会

社
か
つ
譲
渡
制
限
会
社
で
、
取

締
役
会
設
置
会
社
の
う
ち
、
会

計
参
与
設
置
会
社

２
委
員
会
設
置
会
社
に
な

れ
る
株
式
会
社
は
、
中
小

会
社
、
大
会
社
と
も
に
、
取
締

役
会
設
置
会
社

３
公
開
会
社
で
あ
る
大
会

社
は
、
取
締
役
会
、
会
計

監
査
人
、
監
査
役
会
叉
は
委
員

会
が
必
須
で
あ
る
。

４
譲
渡
制
限
会
社
で
あ
る

中
小
会
社
の
う
ち
会
計
監

査
人
を
置
か
な
い
株
式
会
社
で

監
査
役
を
置
く
株
式
会
社
（
監

査
役
会
を
置
く
も
の
を
除
く
）

は
、
そ
の
監
査
役
の
監
査
の
範

囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限

定
す
る
旨
を
定
款
で
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
株

式
会
社
は
、「
監
査
役
設
置
会

社
」
に
は
な
ら
な

い
（
法
２

九
、
３
８
９
①
）
。
こ

の

規

定

は
、
現
行
の
商
法
特
例
法
第
三

章
小
会
社
に
関
す
る
特
例
第
２２

条
及
び
現
行
有
限
会
社
法
第
３３

条
の
２
に
お
い
て
、
監
査
役
の

監
査
の
範
囲
が
会
計
に
関
す
る

事
項
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
対
応
し
て
、
定
款
に
定
め
を

置
く
こ
と
で
同
様
の
取
扱
い
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
。

５
「
×
×
×
設
置
会
社
」

と
は
、
あ
る
機
関
を
置
く

株
式
会
社
と
と
も
に
、
新
会
社

法
の
規
定
に
よ
り
あ
る
機
関
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
株
式

会
社
を
含
む
。
た
と
え
ば
、「
取

締
役
会
設
置
会
社
」
と
は
、
取

締
役
会
を
置
く
株
式
会
社
ま
た

は
取
締
役
会
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
株
式
会
社
、
す
な
わ

ち
、
公
開
会
社
、
監
査
役
会
設

置
会
社
、
委
員
会
設
置
会
社
が

該
当
す
る
。

６
会
計
参
与
は
、
す
べ
て

の
株
式
会
社
に
と
っ
て
任

意
の
設
置
機
関
で
あ
る
が
、
新

設
の
意
義
を
考
え
る
な
ら
ば
、

中
小
会
社
、
特
に
株
式
譲
渡
制

限
会
社
で
の
選
択
を
念
頭
に
置

い
た
改
正
と
い
え
る
。

７
会
計
監
査
人
は
、
現
行

商
法
特
例
法
で
は
、
大
会

社
は
必
須
の
機
関
、
中
会
社
は

任
意
の
機
関
、
小
会
社
は
置
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
新

会
社
法
で
は
、
監
査
役
叉
は
委

員
会
を
置
く
こ
と
に
よ
り
す
べ

て
の
株
式
会
社
に
設
置
可
能
な

機
関
と
な
っ
た
。

８
委
員
会
は
、
現
行
商
法

特
例
法
で
は
大
会
社
に
の

み
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
新
会

社
法
で
は
、
取
締
役
会
設
置
会

社
で
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で

あ
れ
ば
、
譲
渡
制
限
会
社
で
あ

る
中
小
会
社
で
も
設
置
で
き
る
。

し
か
し
、
委
員
会
制
は
、
企
業

統
治
と
係
わ
り
の
あ
る
内
部
統

制
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
の
機
能
は
、
経
営
の
監
視
を

委
ね
る
社
外
取
締
役
の
手
腕
に

懸
か
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

新
会
社
法
の
経
過
措
置

１

特
例
有
限
会
社
の
特
則

現
行
有
限
会
社
は
、
新
会
社

法
の
も
と
で
は
す
べ
て
株
式
会

社
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
商
号

の
中
に
有
限
会
社
と
い
う
文
字

を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
会
社
は
「
特
例
有

限
会
社
」
と
し
て
存
続
で
き
、

会
社
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
現

行
有
限
会
社
法
の
規
定
を
踏
襲

で
き
る
（
整
備
法
２
〜
４４
）
。

①

株
式
の
譲
渡
制
限
の
定
め

定
款
に
は
、
そ
の
発
行
す
る

全
部
の
株
式
の
内
容
と
し
て
そ

の
株
式
を
譲
渡
に
よ
り
取
得
す

る
こ
と
に
つ
い
て
会
社
の
承
認

を
要
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も

の
と
み
な
す
（
整
備
法
９
）
。

つ
ま
り
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社

の
ま
ま
で
あ
る
。

②

株
主
総
会
以
外
の
機
関
の

設
置

定
款
の
定
め
に
よ
り
監
査
役

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
＊
（
整

備
法
１７
①
）
。
大
会
社
に
該
当

し
て
も
会
計
監
査
人
を
置
か
な

く
て
よ
い
（
整
備
法
１７
②
）
。

＊
会
計
参
与
は
置
け
な
い
こ
と

に
注
意
。

③

取
締
役
、
監
査
役
の
任
期

任
期
の
定
め
は
な
い
（
整
備

法
１８
）
。

④

監
査
役
の
監
査
範
囲

監
査
役
を
置
く
旨
の
定
款
の

定
め
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
監

査
役
の
監
査
の
範
囲
は
会
計
に

関
す
る
も
の
に
限
定
す
る
旨
の

定
め
が
あ
る
も
の
と
み
な
す

（
整
備
法
２４
）
。

⑤

株
式
会
社
へ
の
移
行

特
例
有
限
会
社
は
株
式
会
社

に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
定
款
を
変
更

し
て
そ
の
商
号
中
に
株
式
会
社

と
い
う
文
字
を
用
い
て
、
特
例

有
限
会
社
の
解
散
登
記
と
商
号

変
更
後
の
株
式
会
社
の
設
立
登

記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
整
備
法
４５
①
②
、
４６
）
。

２

新
株
式
会
社
の
特
則

現
行
株
式
会
社
は
、
新
会
社

法
の
下
で
株
式
会
社
と
し
て
存

続
す
る
。
従
前
の
規
定
に
よ
り

新
会
社
法
施
行
以
後
に
設
立
さ

れ
た
株
式
会
社
（
合
併
、
新
設

分
割
、
株
式
移
転
に
よ
る
も
の

を
含
む
。
以
下
同
）
に
つ
い
て

も
同
様
の
取
扱
い
と
な
る
（
整

備
法
６６
①
）
。
こ
の
よ
う
な
会

社
を
「
新
株
式
会
社
」
と
い
う

（
整
備
法
６６
②
）
。

①

取
締
役
会
、
監
査
役

新
株
式
会
社
（
委
員
会
設
置

会
社
を
除
く
。
）
の
定
款
に
は

取
締
役
会
及
び
監
査
役
を
置
く

旨
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
み
な

す
（
整
備
法
７６
②
）
。

②

監
査
役
の
監
査
範
囲

現
行
株
式
会
社
が
現
行
商
法

特
例
法
上
の
小
会
社
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
新
株
式
会
社
の

定
款
に
は
そ
の
監
査
役
の
監
査

の
範
囲
は
会
計
に
関
す
る
も
の

に
限
定
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る

も
の
と
み
な
す
（
整
備
法
５３
）
。

③

株
式
譲
渡
制
限

株
式
譲
渡
制
限
の
定
め
を
定

款
に
置
い
て
い
る
会
社
は
公
開

会
社
で
な
い
会
社
と
み
な
さ
れ

る
（
整
備
法
７３
③
）
。

④

取
締
役
等
の
任
期

整
備
法
施
行
の
際
現
に
現
行

株
式
会
社
の
取
締
役
、
監
査
役

で
あ
る
者
の
任
期
は
、
従
前
の

例
に
よ
る
（
整
備
法
９５
）
。
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